
 

報告第９号 

 

 

 

損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 

 損壊事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき

専決処分したので、同条第２項の規定により次のとおり報告する。 

 

  令和７年５月１４日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 



専決第７号

   損害賠償額決定のこと

損壊事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分する。

  令和７年３月２８日専決

                明石市長   丸  谷  聡  子
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記

１ 損害賠償額  金 １２１，０００円

２ 相 手 方  明石市在住の個人

３ 事故の内容  令和７年１月１６日明石市大久保町江井島１２４番地の１地先

に設置した本市所有のカーブミラーに車両が接触したことで反転

した鏡面部分が相手方雨樋に接触し、損害を与えたもの。

（提案理由）

本案は、損壊事故の損害賠償額の決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づく市長専決処分事項第８項の規定により専決処分したので、同法同条第２項の

規定により報告するものである。
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